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ペットに関する新たな条例 （小笠原村）  資料 2 別添 1 
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保全管理計画の改訂 （林野庁）  資料 2 別添 2 
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母島における陸産貝類域内保全（土付き苗対策） （環境省）  資料 2 別添 3 

 

1．部会の概要 

 

 

 

 

 

 ＜部会構成＞  

委員 吉田委員（座長）、可知委員長、苅部委員、清水委員、千葉委員 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 関係行政機関、地域連絡会議 参画団体（母島の団体） 

事務局 管理機関（環境省、林野庁、東京都、小笠原村） 

           

 

2．今年度部会（2020年 2月 14日開催）の協議予定 

 現在の状況 部会での協議事項（予定） 

（１）土付き苗の島外からの持ち込み対策 

①温浴の運用開始 ・暫定運用に向けた施設、物品

の準備中 

・暫定運用の試行による確認 

（部会開催当日、母島会場にて部会

終了後に実施） 

②十分な情報周知 ・広報資料、運用マニュアル等

の検討中 

・広報資料、運用マニュアル（案）の確

認 

③土付き苗地上部へ

の対応 

―（目視確認） ― 

（２）土付き苗以外の外来プラナリア類侵入リスク 

①環境配慮事項の情

報整理 

・各機関の環境配慮に関する

情報収集、整理中 

・建築資材等の移動現況の把

握 

・各機関の環境配慮事項の平準化、

高度化に向けた集約検討（案）の確認 

 

 

目  的 ：母島における課題の解決  

対 象 地 ：母島および属島 

検討事項 ：✓課題の抽出 

      ✓対策実施の優先順位 

      ✓対策案に対する助言 

 

◆まずは土付き苗の持ち込みによるウ

ズムシ対策の検討・実行から開始 

◆母島において得られた成果は、順次、

父島や周辺属島における対策への還元

を検討 

 



11 

 

3．参考 

（１）部会の設置経緯 

・『新たな外来種の侵入防止』は、小笠原における外来種対策の最優先事項であり、これまで科学委員

会や地域連絡会議のほか、ワーキンググループを設置するなどして、科学的な知見、地域課題等を踏

まえながら、検討を進めてきた。 

・母島は、同じ有人島である父島と比較して外来種の影響が少なく、世界自然遺産としての価値がより

多く残っていること、また地域連絡会議参画団体から、母島の課題について議論する場が求められてい

たことから、環境省では平成 29年度に検討会を立ち上げ、遺産価値や課題等の整理を行った。 

・一方、母島の遺産価値を保全管理していくためには、環境省だけでなく、管理機関で科学的な保全管

理や課題の検討、課題の優先順位、対策の実施をしていくことが必要であり、その検討にあたっては、

科学委員会の助言を得ながら進める必要があることから、平成 30 年度に検討会を科学委員会の下部

の部会に位置づけた。 

・部会では「人の暮らしと自然の調和」を目指し、生活や産業との関わりが深い地域における遺産価値の

保全や外来種対策のあり方について、特に優先的に議論を行う。体制については、５年程度を目処に見

直すこととしている。 

 

（２）部会の検討経緯  

時期 主な議題 

平成 30年 

2月 23日 

 

○検討会の設置目的、委員・関係団体の紹介 

○母島の遺産価値と保全の経緯 

○本検討会で議論を行って行くべき課題、検討の進め方 

 ・具体的にできることを優先的に着手する。 

 ・未侵入のウズムシの侵入防止が重要。土付き苗が喫緊の課題。 

平成 30年 

9月４日 

 

○外来種侵入ルートの再検討 

○土付き苗の持ち込みや島内移動の集中管理に関する検討 

 ・ウズムシの侵入防止が何よりも優先。 

 ・地域を巻き込んで土付き苗対策の検討を進めることが重要。 

 ・できるだけ早い試行、実行を目指す。 

平成 31年 

2月 19日 

 

○土付き苗の島外からの持ち込み対策について 

○シロアリ条例の運用、温浴の試行結果について 

○土付き苗以外の侵入リスクについて 

 ・温浴で植物体地上部に付着する外来種対策は課題。 

 ・工事用資材や車両の移動による侵入防止対策の検討も進める必要があ

る。 

 ・東京都の公共工事実施にあたっての外来種対策を他機関にも拡げられる

と良い。作業者等への普及啓発も進めて欲しい。 

（※平成 30 年 2 月 23 日、平成 30 年 9 月 4 日は「母島における遺産価値の保全に関する検討会」とし

て開催。） 

まずは、陸産貝類へ大きな影響を与えるニューギニアヤリガタリクウズムシ等の外来種の侵入・定着の

リスクが高い土付き苗対策の検討を行っている。 
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参考１ 

母島・土付き苗対策について（暫定運用） 

 

・当初（3 年程度）は、環境省職員が温浴の技術指導、サポートを実施。（運用実績・実態を踏まえ、フロ

ー等の見直しを検討） 

・温浴開始にあたっては、事前に広報資料や運用マニュアル等を作成し、島民へ周知。 

・当初は仮設で開始し、3 年程度の運用実績・実態を踏まえ、必要かつ改善が必要な機能等を洗い出し、

本格的な設置・整備、体制を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）温浴の運用や体制 

 ・港湾施設用地に温浴を行う仮設テントを設置し、その中で土付き苗の温浴を実施。 

 ・仮設テント等は、温浴作業が発生する時にのみ設置し、その日のうちに撤去。 

 ・温浴作業は、環境省が指導し、購入者（島民）が実施。 

 ・処理後にテント内部を燻蒸処理する。 

 ・荒天時など、テント設営が危険な場合は設置しない。 

（２）設置想定箇所 

  

 

 

 

 

 

 

設置想定箇所：駐車場２台分程度 

ははじま丸 

港湾施設用地 

検討中の施設（テント） 
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表 外来プラナリア類の侵入リスクの高い物品とリスクへの対応状況 

リスク 品名 状況 
主な 

移動方法 
到着地 課題 課題への対応状況 

最高 琉球列島産の

土付き苗 

琉球列島産のマンゴーは 2011～2014 年

の平均で 50株程度持ち込まれている。 

ははじま丸 沖港 ・土付き苗の温浴処理による影響の把握 

・効果的な処理手法の確立 

・温湯処理の実施場所・体制の検討 

・農業者・園芸者への広報 

・母島検討会及び母島部

会において、課題への対

応を検討中【環境省・管理

機関】 

最高 父島で保管した

工事資材・仮設

材 

木材の移動は小笠原村のシロアリ条例で

禁止されているため父島母島間の移動は

無いが、父島で使用した単管パイプ等の

移動はある。 

ははじま丸 

共勝丸 

鳳生丸 

沖港 

東港 

・洗浄方法の検討 

・目視による確認体制の検討 

・洗浄・確認にかかる費用の積算 

・共通仕様書・環境配慮指示書の検討 

・具体的な検討が進んでい

ない 

最高 穴掘建柱車 電柱等を建てるため地盤に穴を開ける機

械であるが、現時点では対策が行われて

いない。 

共勝丸 沖港 

高 工事用車両 油圧ショベル等の重機については平均し

て年２～３回程度の父島母島間の移動が

あるが、洗浄が行われている。一般車両

については、車のタイヤ付近に泥が溜ま

る場所がある、洗浄の指導は行われてい

ない。 

共勝丸 沖港 

一般車両 ははじま丸 沖港 ・輸送実態の把握 

・洗浄方法の検討 

・目視による確認体制の検討 

・具体的な検討が進んでい

ない 

高 父島で使用した

靴 

普及啓発やははじま丸の船客待合所にて

靴底洗浄が行われているが、不特定多数

の観光客が訪れる。 

ははじま丸 

漁船 

沖港 ・シロアリ条例による禁止事項の徹底 

・入林許可申請時の注意喚起チラシの配

布 

・普及啓発の強化 

・シロアリ条例による禁止

事項の徹底を検討中【小

笠原村】 

高 調査・研究者が

父島で使用した

資機材 

シート類、土壌調査用機材、三脚や夜間

に屋外で干していた道具等にリスクがあ

る。 

ははじま丸 沖港 

高 父島産の土付

き苗 

公共事業での母島への持ち込みは禁止さ

れている。一般島民が苗木や観葉植物を

購入して母島に持ち込むことがある。 

ははじま丸 沖港 ・土付き苗の温浴処理による影響の把握 

・効果的な処理手法の確立 

・温湯処理の実施場所・体制の検討 

・農業者・園芸者への広報 

・母島検討会及び母島部

会において、課題への対

応を検討中【環境省・管理

機関】 

出典：「平成 27年度小笠原諸島外来プラナリア類の侵入・拡散防止に関する対応方針 

（科学委員会新たな外来種の侵入・拡散防止に関するワーキンググループ、平成 28年 3月）」を元に再整理  

参考２：昨年度部会資料より 
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表 建設資材や車両等に係る各荷役方法の状況と外来種導入の可能性 

荷役方法 コンテナ 網コンテナ パレット 

イメージ 

   

移動が想定される外来種 昆虫類 

陸産貝類 

爬虫類 等 

昆虫類 

陸産貝類 

爬虫類 等 

昆虫類 

陸産貝類 

爬虫類 等 

想定される導入方法 ・資材に付着 

・コンテナに侵入 

・コンテナに付着 

・資材に付着 

・コンテナに付着 

・コンテナ外への拡散 

・資材に付着 

・パレットに付着 

・パレット材木に侵入 

荷役方法 直置き 

イメージ 

   
移動が想定される外来種 昆虫類 

陸産貝類 

爬虫類 等 

想定される導入方法 ・物資に付着・侵入 

出典：「平成 18年度小笠原国立公園生態系特定管理手法検討調査業務報告書（株式会社プレック研究所、平成 19年 3月）」を元に作成 
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オガサワラカワラヒワのモニタリング （林野庁）  資料 2 別添 4 

 

背景と目的 

 林野庁では、オガサワラカワ

ラヒワ個体数が減少している

のではないかとの意見を受け

て、モニタリングを継続してい

る。 

 オガサワラカワラヒワの個体

数は 100-300羽程度と推定さ

れており、現在小笠原諸島に

おいて最も絶滅が危惧される

鳥類である（図 1）。 

 個体数減少の大きな要因は、

外来種のノネズミ類による営

巣期間中の捕食圧と考えら

れている。 

 繁殖地である母島の属島におけるノネズミ（ドブネズミ）対策が緊急の課題である。 

 ノネズミ対策として一般的な、殺鼠剤を使用する場合を想定したモニタリングを行う。 

 

方法 

 調査地：オガサワラカワラヒワが観察され

る水場（向島の沢） 

 センサーカメラでモニタリング。 

 無毒の粒剤を使用（ネズミの持ち出し防止） 

 ベイトステーションに塩ビパイプ（L 型及

び直型）を取り付けてネズミが喫食するか

どうかの検証（図 2） 

結果 

 L 型、直型ともにネズミが進入し、餌がな

くなる。 

 鳥類が首を突っ込む、入り込む姿は確認できず。 

 １０月１０日にモニタリング終了。 
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図 1 オガサワラカワラヒワの観察個体数の推移 

図 2 ベイトステーション設置 

図３ ベイトステーションから出るネズミ 
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オガサワラシジミの保全対策 （環境省）  資料 2 別添 5 
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